
 資料３－１ 

入札監理小委員会における審議の結果報告 

登記簿等の公開に関する事務、外国人在留総合インフォーメーションセンタ

ーの運営業務及び地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務における 

委託業務の契約の解除後の措置等について 

 

 

 法務省の実施している登記簿等の公開に関する事務、外国人在留総合インフォメーションセ

ンターの運営業務及び地方入国管理局等の入国・在留手続の窓口業務における委託業務の契約

の解除後の措置について、入札監理小委員会での審議の結果を以下のとおり報告する。 

 

 

１．登記簿等の公開に関する事務についての審議結果 

【事案の概要】 

① 本委託業務を実施しているＡＴＧｃｏｍｐａｎｙ株式会社及びアイエーカンパニー合 

資会社（以下「両社」という。）に対して、平成２４年１月３１日に、健康保険法等に違 

反した虚偽の届出の事実により、略式命令（５０万円の罰金）が出された。 

② そこで、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（以下「法」という。）第 

２７条第１項の規定に基づき、本年２月１４日付けで、健康保険法及び厚生年金保険法に

定める手続の適切な履践並びに労働社会保険諸法令の遵守を確保するための追加の体制

整備等について改善指示を発した。 

③ 今般、両社において、健康保険料等を滞納している事実が発覚した。 

 

【対応】 

①  両社における健康保険料等の滞納は、上記改善指示における健康保険法及び厚生年

金保険法に定める手続の適切な履践に違反するものであり、法第２２条第１項第１号

トに該当することから、両社との契約を解除することとした。 

② また，解除手続や新たな受託事業者（以下「新受託事業者」という。）の選定には，約

１か月程度の期間を要することから，当該期間については，法第３３条の２第６項の規

定により，現受託事業者の委託業務の全部の停止を命じる（７月２日から８月３日まで）

こととした。 

②  停止期間中は、現受託事業者の業務従事者を法務局の非常勤職員として可能な限り

確保する等して国において本委託業務を実施することとする。 

 

【解除後の措置】 

本委託業務を適正かつ確実に実施するために新受託事業者を緊急に選定する必要があ

ることから，随意契約により受託事業者を選定することとする。 

 



 

 

２．外国人在留総合インフォーメーションセンターの運営業務及び地方入国管理局等の入

国・在留手続の窓口業務における審議結果 

【事案の概要】 

①本委託業務を実施しているアイエーカンパニー合資会社から、平成２４年７月１日以

降、当該業務の遂行が困難である旨の申し出があった。 

②健康保険料等を滞納し、日本年金機構から差押予告通知を受けているほか、従業員の

給料も全額支給できないほど経営状況が悪化し、今後、会社として存続していく目途が

立たないとの状況が発覚した。 

 

【対応】 

同社の状況を総合的に判断すると、本委託業務を継続的に実施することができない 

ことは明らかであり、このことは法第２２条１項第１号ニに該当することから、同社と

の契約を解除することとした。  

なお、既に本年７月２日以降は同社において本件委託業務が実施されておらず、現受

託事業者の業務従事者を東京入国管理局等の非常勤職員として採用する等して国が実施

している状況にある。 

 

【解除後の措置】 

同社との契約解除後措置としては、本委託業務を適正かつ確実に実施するために新受

託事業者を緊急に選定する必要があることから、随意契約により受託事業者を選定する

こととする。 

なお、平成２５年度の対応については、新たな市場化テストを実施することをも含め、

早急に検討を行う。  

 

以上 

 


